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CRE戦略の考え方と
ケーススタディ

立地と事業の最適化戦略

　不動産を活かすための前提条件は、立地と

事業の最適化を考えるということに尽きま

す。立地と事業のバランスがフィットしている

と、社会の大きな変革がない限り事業は成長

し、その結果、不動産が効率よく動いていると

いうことになるわけです。したがって厳密にい

えば、一定の社会状況において立地と事業の

バランスが合っていると、不動産が活かされ

るということにもなります。

　そうすると、マネジメントが確立しており、ビ

ジョンが明確で質の高い商品やサービス資源

を持っていても事業が上手く回転しないの

は、立地に問題があるか社会環境に合ってい

ないかのどちらかしかありません。ここでいう

社会環境とは、簡単にいえば、時代に合って

いるかどうかという意味です。時代に合って

いないならば、業態・業種を含めて事業全体

のあり方を見直さなくてはなりません。

　一方、立地に合っていないのならば、現状

から脱却する方法は簡単です。その事業に

合っている立地に移転すればよいのです。こ

のケースでは、既存の土地を、売却するか、買

換えするか、交換するか、賃貸するかという4

つの選択肢が生まれてきます。会社全体のバ

ランスシート改革を重視するならば資金化し

て債務を圧縮することが望ましく、新規の事

業として考えるならば買換えや交換などを活

用することがベターかもしれません。

町づくりにも応用

　立地と事業の組み合わせからモノゴトを発

想していく考え方は、商店街や町づくりの活

性化にも応用できます。ただ、商店街など町全

体を1つの組織であるという前提で組み立て

ておくことが前提条件となります。なぜなら、

大半が自分の土地の上で自分の事業を行っ

ているからです。自分の土地を賃貸して近隣

の他の土地を賃借するなどというのは、日本

人的発想ではなかなか生まれません。互いの

土地を活かすという広い視野・大局観からモ

ノゴトを組み立てなければならないからです。

　最近、物販などのナショナルチェーン店で

は戦略的にリプレイス戦略を採用していま

す。リプレイス戦略とは、既存ショップの近隣

地に出店候補地が見つかれば既存店を撤退

しても新店舗をオープンさせていく戦略で

す。少しでも好立地があれば他者に占拠され

るよりも先に出店することで既存店より収益

力を上昇させ、ライバルの好立地への出店を

阻むというわけです。プラスをよりプラスに、

マイナスをよりマイナスにというのがリプレイ

ス戦略といえます。立地と事業のバランスは

より重要視されだしているのです。

A社の課題

　企業や官庁に対して事務消耗品などの通

販ビジネスを展開しているA社には、3つの課

題がありました。

　1つは、官公庁への納品が事業の大半を占

めていること、2つ目は、バブル期に購入した

本社ビルの借入金が残っており、さらにその

不動産価格が大幅に下落していること、もう

1つは、A社社長の自宅を担保に提供してい

るため、競売されるのではないかということ

です。

　時代の変化とともに、官公庁のコスト意識

も大幅に変化しているため、単に従来から受

注していたなどということはあまり意味がな

くなりだしています。商品そのものに特徴が

あるわけではないだけに、今後受注量の減少

に歯止めがかからなくなる可能性が高まって

きました。つまり、事業構造の抜本的な見直し

が必要になりつつあるということです。

　また、借入金の残高と不動産価格がアンバ

ランスで、売却しても借入金は完済できない

という債務超過の状態にありました。その結

果、自宅のリスクが浮かび上がってきたとい

うわけです。

　こうした場合には、全体像から個別事情に

落とし込んでいくことが要求されます。マクロ

が必要なためにミクロを理解するとともに、

マクロの最適化の中からミクロの最適化を求

めていくというプロセスが大切なのです。歴

史学者E・H・カーが、「歴史とは現代の光を過

去に当て、過去の光で現代を視ること」と言っ

ています。時代の流れという時間軸と、社会の

動きという空間軸の違いはありますが、目の

前のことを目の前だけで見ていると判断を誤

るということなのです。

　A社のケースでは、事業構造の改革によっ

てA社の存在性をどのように決定していくか

が究極の目的になります。ただ、短期的には

借入金の返済が苦しい、自宅が売却されるの

ではないか、不動産が大幅な含み損である、

社員の将来が不安である、といった点が目の

前に突き付けられた課題です。

本当の悩みは何か

　そこで、不動産の登記簿謄本を検証するこ

ととなりました。自宅の一画地が金融機関に

対して保証人ではないA氏の父親名義になっ

ていました。つまり、金融機関が競売にかける

ということは難しいといえます。仮に、競売に

なっても父親以外に落札者が出ることは考え

づらいでしょう。

　不動産に関しては、無知による悩みが数多

くあります。あるいは、間違った知識や思い込

み、勘違いによる不安や悩みも多く見受けら

れます。不動産法務や税務は、複雑で煩わし

い文章が多く、全てを完全に理解している人

は少ないといえるでしょう。つまり、3番目の

悩みは、よく理解すると深刻な悩みまでには

至らないということなのです。

　さらに、官公庁との契約内容や取引実態を

詳細に検討していくと、A社の受注が大幅に

減少する可能性があるのは2年後であること

が分かりました。また、その先も減少が見込ま

れるものの契約破棄にまで至ることはないこ

と、小ロットで販売できることから一般企業へ

の受注がわずかずつ成長していることなどが

判明したのです。

　そこで、不動産の課題解決を優先すること

になりました。なぜ自社ビルが必要なのか、

事業の性質上、立地条件は事業展開に大き

な影響を与えるものなのか、取り扱っている

消耗品に普遍性はあるのか、といった立地と

事業と社会環境の視点からの分析です。

　その結果、立地戦略はさほど重要ではない

こと、商品在庫用の倉庫の確保が必要なこ

と、本社部門は合理化できること、商品力はし

ばらく維持できることなどが分かったのです。

　つまり、自社ビルで活用していた本社、営

業、倉庫などの機能は速やかに移転し、自社

ビルの活用による事業の再構築ができるとい

うことです。A社の場合には、賃貸して収益を

上げるか、売却して借入金を返済するかの2
つに絞られます。

　ただ、売却価格と借入金を比較すると、売

却しても借入金が残り、この借入債務を本業

から支払っていくことになります。そのうえ、

金融機関からみると残りの借入金は全て自宅

が担保となるため、売却の条件に自宅も一緒

に処理して欲しいと言い出しかねません。

　そこでA社は、図表❶のように戦略を明確

にしました。

会社分割と立地変更

　将来の戦略を定めたA社は、本業立地を広

範囲なエリアから探し求めました。エリアの

限定はしなかったのですが、既存のオフィス

より同じ地下鉄沿線で駅5つ離れた地域で見

付けることができました。かなり地価が下落

しており、その結果、家賃相場も相当下落し

ていたため、図表❶-②の条件内で収まった

のです。

　新A社は会社分割の手法で、A社の社名と

事業（取引先など）、さらに社員を譲り受ける

こととなりました。営業権譲渡ではなく会社分

割にしたのは、消費税の課税などの影響が少

ないことも1つの理由ですが、一体の会社で

あるということを証明することで、既存の取引

先との契約維持に重点を置いたからです。

　新A社は、固定費が相当減少したうえ、借入

金などの大口債務はほとんどありません。し

たがって、損益分岐点も低下することとなり、

事業計画では初年度から利益体質となりそう

です。

　一方の旧A社は、テナントミックスを決定す

る前に、立地・環境診断を行うこととなりまし

た。まさに図表❷でいう土地の有効活用の

「Reビジネス」です。このケースの作業方法

は、不動産賃貸活用の発想と手順で実行して

いくことになります。

　本社ビルで、かつ、商品の出し入れがしや

すい条件で購入したため、比較的駅に近く、

前面道路も幹線道路であり、かつ、表と裏の2
方道路に面しています。

　裏道路は、駅に向かう近隣住民が数多く通

行している生活道路でもあります。また、幸い

なことに、都心に向かうバスの停留所が隣地

の前にあります。近隣に出店していた大手の

コンビニエンスショップが、A社が移転すると

いう噂を聞きつけて相談に来ました。既存店

舗よりははるかに好立地のため、リプレイス

していきたい様子です。間口の広さだけでは

なく、生活道路にも面しており、幹線道路側は

車も止めることができます。敷地の一部を本

社ビルとして駐車場立地にしていたことや、

ビルの一部を屋根つきの駐車場としていたこ

とが、コンビニエンスショップ併用ビルという

テナントミックスを当初から第一候補に挙げ

ていた理由でもあります。

　1階の大部分は大手コンビニエンスショッ

プ2社から条件提示を受け、検討している間

に2～4階のテナント導入を図ることとなりま

した。近隣に大学病院など医療機関が多く、

さらに生活圏としての市場価値が高いことか

ら、メディカル系のテナント導入が基本線で

す。具体的には、医療機関とその関連物販店、

営業店ということです。

テナントミックスによるリーシング

　A社が購入したビルは、当初のビルオー

ナー会社が1階と2階を利用し、3～4階はオ

フィスとして賃貸していました。そのため、エ

レベータや階段がしっかり区分されており、メ

ゾネット的な内装になっていなかったことも

フロア貸しを考えた理由でもあります。

　医療機関の入居に期待をしていましたが、

医院自体の入居はなく、医院等への物品販売

などを行っている営業会社が2階と3階に入

居するにとどまりました。そこで、居住環境を

重視して、4階には学習塾を候補としてテナン

ト交渉を進めることになったのです。

　A社は事業計画を組むにあたり、このエリ

アの賃料相場から10%ほど引き下げた売上

計画を立てていました。金融機関と借入条件

の交渉をするためです。

　既存の借入金は、3行からのものです。毎月

の返済期日も異なり、金利の条件も返済期間

もバラバラです。そこで低い賃料ベースで組

み立てた20ヵ年の事業計画シミュレーション

から判断し、どのぐらいの期間で返済が可能

かを検証することとなりました。その結果、元

利均等返済、固定金利年3.5%なら14年以内
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ルティング業務を一貫して行っている。

で完済できることが分かったのです。不動産

所有会社としてはマズマズの条件です。

　テナント交渉とともにこうしたシミュレー

ション資料や分析レポートを持参して、金利

交渉がしやすい実効金利の最も低い金融機

関と交渉することになりました。他の金融機

関分も含めて同条件で引き受けてもらえない

かと打診したのです。

　いくつかの条件を提示されました。ただ、す

べてが納得できる条件だったので、A社は了

解することとなりました。その結果、借入金の

一本化と、相場より10%低めの賃料収入の範

囲内でも返済が可能である借り入れ条件と

なったのです。

　この間に、1階のコンビニエンスショップは

1社に絞り込んで契約を締結するとともに、2
階と3階の営業会社ともほぼ同じ時期に契約

を交わしました。2～3階については、一部の

改修工事をA社で行いましたが、この資金に

ついては預かった保証金で賄うことができま

した。さらに3ヵ月後には、図表❸のような展

開で、4階部分を大手学習塾Aスクールと契

約が締結できたのです。

今号でご紹介するのは、不動産有効活用パターンの1つ、「Reビジネス」の事例である。こ

のケースでは、不動産賃貸事業の発想と手順を用いており、所有建物をテナントミックス

ビルとして再利用しながら、本業の継続にも成功している。課題を抱えたA社は、自社ビル

のポテンシャルを利用して、どのように事業構造を改革していったのであろうか。実際の

ステップを辿りながら見ていきたい。
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A社がX社、新A社が従来業務を継続

　A社は、社名を×社と変更して不動産賃貸

事業を継続するとともに、会社分割をした新

A社をマネジメントしています。一方、新A社

は、従来の消耗品通販事業を展開するととも

に、納期・仕組み・コストといった良質な経営

資源を民間に提供するために力を入れだし

ています。会員制を導入したり、修理なども取

り扱うメンテナンスとショップビジネスへ進出

したり、サービス部門の強化も始めました。幸

いなことに、官公庁への通販ビジネスも20～

30%程度の減少で済んでいる状況です。

図表❶ A社の戦略構築

図表❸ テナントの交渉内容（学習塾のケースのみ）図表❷ 不動産活用のパターン図 （ダンコンサルティング㈱作成）

①A社は、自社ビルであるAビルを所有して、通販ビ
ジネスを展開していたが、新たに新A社を新オフィ
スにて設立（会社分割）して、事業を引き継がせる。

②新A社は、移転先の家賃・管理費等のオフィス・倉
庫用固定費を、現状の自社ビルの維持管理に係る
固定費と、借入金返済金額に金利を加えた合計額
の50%以内で計画する。

③A社は社名をX社として、現在の自社ビルは、維持・
管理していくものとして投下資本収益力をもとに
テナント誘致を行う。

④X社に社名を変えた旧A社は、不動産賃貸管理に
目的を変更して不動産所有管理業に徹する。

⑤X社と新A社は取引金融機関に対して新しい事業
計画を策定して、今後の支援を依頼する。

　ここでは実際にテナントと交渉した内容を
明示します。想定ではなく、計画を進めれば
こうなるという「生の声」です。企画は「絵に
描いた餅」では意味がないからです。オー
ナーがGOサインを出したらすぐに実行でき
るだけの体制を作っておくことは、今後の企
画に望まれる点でもあります。
　この表は、テナントとの交渉内容はNGで
あっても保留であっても、業界情報リストとし
て保存しておくに値する意味がある資料で
す。なぜならば、他のあらゆる土地にもこの
情報が活かせるからです。A社は次に、出店
可能性のあるテナントをビル条件に当ては
め、それぞれの賃料をシミュレーションして
います。
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Aスクール

B教育センター

Cスクール

D義塾

E進学スクール

F義塾

Gゼミナール

Hスクール

I学習館

Jスクール

K学院

Lアカデミー

M学院

N

Oゼミナール
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N
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S

C

Y

N

S

S

I

O

I

S

S

K

S

結 果

OK

NG

NG

NG

NG

NG

保留

NG

NG

NG

NG

NG

NG

NG

NG

コ メ ン ト

（ 省　略 ）

T地区、K地区を強化したいと思っているので出店はできない

出店地域外なので出店できない

（ 省　略 ）

現在出店は考えていない

（ 省　略 ）

（ 省　略 ）

（ 省　略 ）

（ 省　略 ）

出店の予定はない

（ 省　略 ）

出店地域外なので見送らせてほしい

現在出店する計画がない

（ 省　略 ）

現在の所から移転したい場所だが、契約の絡みで今回は出店できない
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　不動産を活かすための前提条件は、立地と

事業の最適化を考えるということに尽きま

す。立地と事業のバランスがフィットしている

と、社会の大きな変革がない限り事業は成長

し、その結果、不動産が効率よく動いていると

いうことになるわけです。したがって厳密にい

えば、一定の社会状況において立地と事業の

バランスが合っていると、不動産が活かされ

るということにもなります。

　そうすると、マネジメントが確立しており、ビ

ジョンが明確で質の高い商品やサービス資源

を持っていても事業が上手く回転しないの

は、立地に問題があるか社会環境に合ってい

ないかのどちらかしかありません。ここでいう

社会環境とは、簡単にいえば、時代に合って

いるかどうかという意味です。時代に合って

いないならば、業態・業種を含めて事業全体

のあり方を見直さなくてはなりません。

　一方、立地に合っていないのならば、現状

から脱却する方法は簡単です。その事業に

合っている立地に移転すればよいのです。こ

のケースでは、既存の土地を、売却するか、買

換えするか、交換するか、賃貸するかという4

つの選択肢が生まれてきます。会社全体のバ

ランスシート改革を重視するならば資金化し

て債務を圧縮することが望ましく、新規の事

業として考えるならば買換えや交換などを活

用することがベターかもしれません。

町づくりにも応用

　立地と事業の組み合わせからモノゴトを発

想していく考え方は、商店街や町づくりの活

性化にも応用できます。ただ、商店街など町全

体を1つの組織であるという前提で組み立て

ておくことが前提条件となります。なぜなら、

大半が自分の土地の上で自分の事業を行っ

ているからです。自分の土地を賃貸して近隣

の他の土地を賃借するなどというのは、日本

人的発想ではなかなか生まれません。互いの

土地を活かすという広い視野・大局観からモ

ノゴトを組み立てなければならないからです。

　最近、物販などのナショナルチェーン店で

は戦略的にリプレイス戦略を採用していま

す。リプレイス戦略とは、既存ショップの近隣

地に出店候補地が見つかれば既存店を撤退

しても新店舗をオープンさせていく戦略で

す。少しでも好立地があれば他者に占拠され

るよりも先に出店することで既存店より収益

力を上昇させ、ライバルの好立地への出店を

阻むというわけです。プラスをよりプラスに、

マイナスをよりマイナスにというのがリプレイ

ス戦略といえます。立地と事業のバランスは

より重要視されだしているのです。

A社の課題

　企業や官庁に対して事務消耗品などの通

販ビジネスを展開しているA社には、3つの課

題がありました。

　1つは、官公庁への納品が事業の大半を占

めていること、2つ目は、バブル期に購入した

本社ビルの借入金が残っており、さらにその

不動産価格が大幅に下落していること、もう

1つは、A社社長の自宅を担保に提供してい

るため、競売されるのではないかということ

です。

　時代の変化とともに、官公庁のコスト意識

も大幅に変化しているため、単に従来から受

注していたなどということはあまり意味がな

くなりだしています。商品そのものに特徴が

あるわけではないだけに、今後受注量の減少

に歯止めがかからなくなる可能性が高まって

きました。つまり、事業構造の抜本的な見直し

が必要になりつつあるということです。

　また、借入金の残高と不動産価格がアンバ

ランスで、売却しても借入金は完済できない

という債務超過の状態にありました。その結

果、自宅のリスクが浮かび上がってきたとい

うわけです。

　こうした場合には、全体像から個別事情に

落とし込んでいくことが要求されます。マクロ

が必要なためにミクロを理解するとともに、

マクロの最適化の中からミクロの最適化を求

めていくというプロセスが大切なのです。歴

史学者E・H・カーが、「歴史とは現代の光を過

去に当て、過去の光で現代を視ること」と言っ

ています。時代の流れという時間軸と、社会の

動きという空間軸の違いはありますが、目の

前のことを目の前だけで見ていると判断を誤

るということなのです。

　A社のケースでは、事業構造の改革によっ

てA社の存在性をどのように決定していくか

が究極の目的になります。ただ、短期的には

借入金の返済が苦しい、自宅が売却されるの

ではないか、不動産が大幅な含み損である、

社員の将来が不安である、といった点が目の

前に突き付けられた課題です。

本当の悩みは何か

　そこで、不動産の登記簿謄本を検証するこ

ととなりました。自宅の一画地が金融機関に

対して保証人ではないA氏の父親名義になっ

ていました。つまり、金融機関が競売にかける

ということは難しいといえます。仮に、競売に

なっても父親以外に落札者が出ることは考え

づらいでしょう。

　不動産に関しては、無知による悩みが数多

くあります。あるいは、間違った知識や思い込

み、勘違いによる不安や悩みも多く見受けら

れます。不動産法務や税務は、複雑で煩わし

い文章が多く、全てを完全に理解している人

は少ないといえるでしょう。つまり、3番目の

悩みは、よく理解すると深刻な悩みまでには

至らないということなのです。

　さらに、官公庁との契約内容や取引実態を

詳細に検討していくと、A社の受注が大幅に

減少する可能性があるのは2年後であること

が分かりました。また、その先も減少が見込ま

れるものの契約破棄にまで至ることはないこ

と、小ロットで販売できることから一般企業へ

の受注がわずかずつ成長していることなどが

判明したのです。

　そこで、不動産の課題解決を優先すること

になりました。なぜ自社ビルが必要なのか、

事業の性質上、立地条件は事業展開に大き

な影響を与えるものなのか、取り扱っている

消耗品に普遍性はあるのか、といった立地と

事業と社会環境の視点からの分析です。

　その結果、立地戦略はさほど重要ではない

こと、商品在庫用の倉庫の確保が必要なこ

と、本社部門は合理化できること、商品力はし

ばらく維持できることなどが分かったのです。

　つまり、自社ビルで活用していた本社、営

業、倉庫などの機能は速やかに移転し、自社

ビルの活用による事業の再構築ができるとい

うことです。A社の場合には、賃貸して収益を

上げるか、売却して借入金を返済するかの2
つに絞られます。

　ただ、売却価格と借入金を比較すると、売

却しても借入金が残り、この借入債務を本業

から支払っていくことになります。そのうえ、

金融機関からみると残りの借入金は全て自宅

が担保となるため、売却の条件に自宅も一緒

に処理して欲しいと言い出しかねません。

　そこでA社は、図表❶のように戦略を明確

にしました。

会社分割と立地変更

　将来の戦略を定めたA社は、本業立地を広

範囲なエリアから探し求めました。エリアの

限定はしなかったのですが、既存のオフィス

より同じ地下鉄沿線で駅5つ離れた地域で見

付けることができました。かなり地価が下落

しており、その結果、家賃相場も相当下落し

ていたため、図表❶-②の条件内で収まった

のです。

　新A社は会社分割の手法で、A社の社名と

事業（取引先など）、さらに社員を譲り受ける

こととなりました。営業権譲渡ではなく会社分

割にしたのは、消費税の課税などの影響が少

ないことも1つの理由ですが、一体の会社で

あるということを証明することで、既存の取引

先との契約維持に重点を置いたからです。

　新A社は、固定費が相当減少したうえ、借入

金などの大口債務はほとんどありません。し

たがって、損益分岐点も低下することとなり、

事業計画では初年度から利益体質となりそう

です。

　一方の旧A社は、テナントミックスを決定す

る前に、立地・環境診断を行うこととなりまし

た。まさに図表❷でいう土地の有効活用の

「Reビジネス」です。このケースの作業方法

は、不動産賃貸活用の発想と手順で実行して

いくことになります。

　本社ビルで、かつ、商品の出し入れがしや

すい条件で購入したため、比較的駅に近く、

前面道路も幹線道路であり、かつ、表と裏の2
方道路に面しています。

　裏道路は、駅に向かう近隣住民が数多く通

行している生活道路でもあります。また、幸い

なことに、都心に向かうバスの停留所が隣地

の前にあります。近隣に出店していた大手の

コンビニエンスショップが、A社が移転すると

いう噂を聞きつけて相談に来ました。既存店

舗よりははるかに好立地のため、リプレイス

していきたい様子です。間口の広さだけでは

なく、生活道路にも面しており、幹線道路側は

車も止めることができます。敷地の一部を本

社ビルとして駐車場立地にしていたことや、

ビルの一部を屋根つきの駐車場としていたこ

とが、コンビニエンスショップ併用ビルという

テナントミックスを当初から第一候補に挙げ

ていた理由でもあります。

　1階の大部分は大手コンビニエンスショッ

プ2社から条件提示を受け、検討している間

に2～4階のテナント導入を図ることとなりま

した。近隣に大学病院など医療機関が多く、

さらに生活圏としての市場価値が高いことか

ら、メディカル系のテナント導入が基本線で

す。具体的には、医療機関とその関連物販店、

営業店ということです。

テナントミックスによるリーシング

　A社が購入したビルは、当初のビルオー

ナー会社が1階と2階を利用し、3～4階はオ

フィスとして賃貸していました。そのため、エ

レベータや階段がしっかり区分されており、メ

ゾネット的な内装になっていなかったことも

フロア貸しを考えた理由でもあります。

　医療機関の入居に期待をしていましたが、

医院自体の入居はなく、医院等への物品販売

などを行っている営業会社が2階と3階に入

居するにとどまりました。そこで、居住環境を

重視して、4階には学習塾を候補としてテナン

ト交渉を進めることになったのです。

　A社は事業計画を組むにあたり、このエリ

アの賃料相場から10%ほど引き下げた売上

計画を立てていました。金融機関と借入条件

の交渉をするためです。

　既存の借入金は、3行からのものです。毎月

の返済期日も異なり、金利の条件も返済期間

もバラバラです。そこで低い賃料ベースで組

み立てた20ヵ年の事業計画シミュレーション

から判断し、どのぐらいの期間で返済が可能

かを検証することとなりました。その結果、元

利均等返済、固定金利年3.5%なら14年以内
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ンサルティング会社設立（税理士登録）。以来30年以上にわ

たり、中小企業の目的である「継続」をテーマとして、企業哲

学、理念、風土を軸とした経営戦略の立案・企業診断・再建

計画・出店戦略・企業継承・不動産の活性化に関するコンサ

ルティング業務を一貫して行っている。

で完済できることが分かったのです。不動産

所有会社としてはマズマズの条件です。

　テナント交渉とともにこうしたシミュレー

ション資料や分析レポートを持参して、金利

交渉がしやすい実効金利の最も低い金融機

関と交渉することになりました。他の金融機

関分も含めて同条件で引き受けてもらえない

かと打診したのです。

　いくつかの条件を提示されました。ただ、す

べてが納得できる条件だったので、A社は了

解することとなりました。その結果、借入金の

一本化と、相場より10%低めの賃料収入の範

囲内でも返済が可能である借り入れ条件と

なったのです。

　この間に、1階のコンビニエンスショップは

1社に絞り込んで契約を締結するとともに、2
階と3階の営業会社ともほぼ同じ時期に契約

を交わしました。2～3階については、一部の

改修工事をA社で行いましたが、この資金に

ついては預かった保証金で賄うことができま

した。さらに3ヵ月後には、図表❸のような展

開で、4階部分を大手学習塾Aスクールと契

約が締結できたのです。

今号でご紹介するのは、不動産有効活用パターンの1つ、「Reビジネス」の事例である。こ

のケースでは、不動産賃貸事業の発想と手順を用いており、所有建物をテナントミックス

ビルとして再利用しながら、本業の継続にも成功している。課題を抱えたA社は、自社ビル

のポテンシャルを利用して、どのように事業構造を改革していったのであろうか。実際の

ステップを辿りながら見ていきたい。
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A社がX社、新A社が従来業務を継続

　A社は、社名を×社と変更して不動産賃貸

事業を継続するとともに、会社分割をした新

A社をマネジメントしています。一方、新A社

は、従来の消耗品通販事業を展開するととも

に、納期・仕組み・コストといった良質な経営

資源を民間に提供するために力を入れだし

ています。会員制を導入したり、修理なども取

り扱うメンテナンスとショップビジネスへ進出

したり、サービス部門の強化も始めました。幸

いなことに、官公庁への通販ビジネスも20～

30%程度の減少で済んでいる状況です。

図表❶ A社の戦略構築

図表❸ テナントの交渉内容（学習塾のケースのみ）図表❷ 不動産活用のパターン図 （ダンコンサルティング㈱作成）

①A社は、自社ビルであるAビルを所有して、通販ビ
ジネスを展開していたが、新たに新A社を新オフィ
スにて設立（会社分割）して、事業を引き継がせる。

②新A社は、移転先の家賃・管理費等のオフィス・倉
庫用固定費を、現状の自社ビルの維持管理に係る
固定費と、借入金返済金額に金利を加えた合計額
の50%以内で計画する。

③A社は社名をX社として、現在の自社ビルは、維持・
管理していくものとして投下資本収益力をもとに
テナント誘致を行う。

④X社に社名を変えた旧A社は、不動産賃貸管理に
目的を変更して不動産所有管理業に徹する。

⑤X社と新A社は取引金融機関に対して新しい事業
計画を策定して、今後の支援を依頼する。

　ここでは実際にテナントと交渉した内容を
明示します。想定ではなく、計画を進めれば
こうなるという「生の声」です。企画は「絵に
描いた餅」では意味がないからです。オー
ナーがGOサインを出したらすぐに実行でき
るだけの体制を作っておくことは、今後の企
画に望まれる点でもあります。
　この表は、テナントとの交渉内容はNGで
あっても保留であっても、業界情報リストとし
て保存しておくに値する意味がある資料で
す。なぜならば、他のあらゆる土地にもこの
情報が活かせるからです。A社は次に、出店
可能性のあるテナントをビル条件に当ては
め、それぞれの賃料をシミュレーションして
います。
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店 舗 名

Aスクール

B教育センター

Cスクール

D義塾

E進学スクール

F義塾

Gゼミナール

Hスクール

I学習館

Jスクール

K学院

Lアカデミー

M学院

N

Oゼミナール

担当者

N

T

S

C

Y

N

S

S

I

O

I

S

S

K

S

結 果

OK

NG

NG

NG

NG

NG

保留

NG

NG

NG

NG

NG

NG

NG

NG

コ メ ン ト

（ 省　略 ）

T地区、K地区を強化したいと思っているので出店はできない

出店地域外なので出店できない

（ 省　略 ）

現在出店は考えていない

（ 省　略 ）

（ 省　略 ）

（ 省　略 ）

（ 省　略 ）

出店の予定はない

（ 省　略 ）

出店地域外なので見送らせてほしい

現在出店する計画がない

（ 省　略 ）

現在の所から移転したい場所だが、契約の絡みで今回は出店できない
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